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依頼試験手数料・開放試験室使用料減免について

岐阜県では、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている県内中小企業の皆様の経済的な

負担軽減のため、岐阜県産業技術総合センター(ぎふ技術革新センター)、岐阜県食品科学研究所、岐阜県セラ

ミックス研究所及び岐阜県生活技術研究所における依頼試験手数料、開放試験室設置機器使用料及びぎふ技術

革新センター設置機器使用料を減免します。

業種 中小企業者
(下記のいずれかを満たすこ
と)

小規模企業者

資本金の額又は
出資の総額

常時使用
する従業
員の数

常時使用する
従業員の数

製造業
その他

３億円以下 300人以下 20人以下

卸売業 １億円以下 100人以下 5人以下

サービス業 5000万円以下 100人以下 5人以下

小売業 5000万円以下 50人以下 5人以下

手続き方法
① 「減免要件」を満たしているか、確認します。

② 当センターウェブサイトから「減免申請書及び別紙」をダウンロードし、必要事項を記入・代表者印を押印

します。依頼試験、開放試験室設置機器使用、ぎふ技術革新センター設置機器使用それぞれに申請書が必要

になります。

③ 減免申請書に「申請に必要な書類」を添えて、当センターに提出(郵送可)してください。

④ 後日、承認通知書をお渡しします。

⑤ 依頼試験、機器利用の申込書と合わせて、承認通知書の写しを提出してください。承認書の写しは、依頼試

験、開放試験室使用、ぎふ技術革新センター設置機器使用申込ごとにお持ちください。

減免要件
次の①～③の要件をすべて満たしている必要があり

ます。

① 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業

であること(表1)

② 岐阜県内に事務所又は事業所を有しており、岐

阜県内の事務所又は事業所から依頼試験又は機

器利用の申し込み※を行ったものであること
※他都道府県に本社を有する場合の取り扱い

• 岐阜県内の事務所又は事業所からの申し込

み：減免可

• 他都道府県内の事務所又は事業所からの申し

込み：減免不可

③ 新型コロナウイルス感染症に関する公的融資・

助成制度を利用し、又は信用保証制度の認定を

受けていること(表2)

表1 減免要件①の対象となる中小企業



依頼試験手数料・開放試験室使用料減免について(続き)

申請に必要な書類
当センターウェブサイトからダウンロードする減免

申請書、別紙のほかに、利用している助成制度等に応

じて下記の書類が必要となります。

＜持続化給付金＞

• 持続化給付金給付通知書(郵便はがき)の写し

＜雇用調整助成金＞

• 雇用調整助成金支給決定通知書の写し

＜公的融資制度＞

• 金銭消費貸借契約書の写し(資金の名称が記載され

ていない場合は、融資の名称がわかる書類を添付

すること)

＜保証制度＞

• 認定書の写し

減免期間
令和2年7月15日から令和3年3月31日まで

ただし、承認通知書の発行日以降となります。

承認通知書発行後も、減免要件を満たさなくなった場

合は、減免を受けることができません。

減免率
50%

申請書および別紙のダウンロードはこちら

http://www.gitec.rd.pref.gifu.jp/news/20200713/

持続化給付金

雇用調整助成金 (令和2年4月1日以降受給分に限る)

下記のいずれかの公的融資制度
• 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)

(日本政策金融公庫)
• 新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金
融公庫)

• マル経融資(小規模事業者経営改善資金)(日本政
策金融公庫)

• 危機対応融資(商工組合中央金庫)
• 新型コロナウイルス感染症対応資金(岐阜県)
• 危機関連対応資金(岐阜県)

下記のいずれかの信用保証制度
• セーフティネット保証4号
• セーフティネット保証5号
• 危機関連保証

表2 減免要件③の対象となる公的融資・助成制度

他の研究所との相互利用
当センター、食品科学研究所、セラミックス研究

所及び生活技術研究所のいずれかで承認を受ければ、

他の研究所でも承認書の写しが利用できます。ただ

し、依頼試験、開放試験室設置機器使用、ぎふ技術

革新センター設置機器資料はそれぞれ別の承認書に

なりますので、ご注意ください。

令和2年度次世代企業技術者育成事業 基盤技術研修「品質管理」課程 第１回を開催

製造業全般に通じる基盤技術として、実務経験3～10年程
度の技術者を対象とした品質管理に関する研修会の１日目
を開催しました(全６日：募集は終了)。コロナウイルス感
染症拡大防止のため、対面受講に加え、Zoomウェビナーに
よるオンライン受講も行いました。

第１日目報告
日 時： 令和2年7月15日(水) 13:00～16:30
場 所： 岐阜県産業技術総合センター多目的ホール
講 師： 国立大学法人東海国立大学機構 航空宇宙生産

技術開発センター特任教授青木武司氏
共 催： 国立大学法人東海国立大学機構 航空宇宙生産技

術開発センター
参加者： 対面受講32人、オンライン受講37人


